
�愛媛県規則第８号
児童福祉法第５６条の規定による費用徴収規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２２年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

児童福祉法第５６条の規定による費用徴収規則の一部を改正する規則

児童福祉法第５６条の規定による費用徴収規則（昭和４１年愛媛県規則第１３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（目的）

第１条 この規則は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下

「法」という。）第５６条第２項に規定する費用のうち、法第５０条

第６号、第６号の３及び第７号から第７号の３までに規定する費

用の徴収について定めることを目的とする。

（費用の徴収）

第２条 知事、地方局長又は児童相談所長は、法第２２条第１項の規

定による助産の実施又は法第２３条第１項本文の規定による母子保

護の実施（以下「助産の実施等」という。）をした場合、法第２７

条第１項第３号の規定による措置又は同条第２項の規定による委

託をした場合、法第３３条の６第１項の規定による児童自立生活援

助の実施をした場合及び市町長（地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２５２条の２２第１項の中核市の長を除く。以下同じ。）が法

第２３条第１項本文の規定による母子保護の実施（以下「母子保護

の実施」という。）をした場合において、法第５０条第６号、第６

（目的）

第１条 この規則は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下

「法」という。）第５６条第２項に規定する費用のうち、法第５０条

第６号、第６号の３、第７号及び第７号の２ に規定する費

用の徴収について定めることを目的とする。

（費用の徴収）

第２条 知事、地方局長又は児童相談所長は、法第２２条第１項の規

定による助産の実施又は法第２３条第１項本文の規定による母子保

護の実施（以下「助産の実施等」という。）をした場合、法第２７

条第１項第３号の規定による措置又は同条第２項の規定による委

託をした場合

及び市町長（地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２５２条の２２第１項の中核市の長を除く。以下同じ。）が法

第２３条第１項本文の規定による母子保護の実施（以下「母子保護

の実施」という。）をした場合において、法第５０条第６号、第６
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号の３及び第７号から第７号の３までに規定する費用を、この規

則の定めるところにより、当該助産の実施等又は措置若しくは委

託をした妊産婦、母子及び児童（以下「措置児童等」という。）

又はそれらの扶養義務者（以下「納入義務者」という。）から徴

収するものとする。

別表第１（第４条関係）

徴収金基準額表（扶養義務者用）

号の３、第７号及び第７号の２ に規定する費用を、この規

則の定めるところにより、当該助産の実施等又は措置若しくは委

託をした妊産婦、母子及び児童（以下「措置児童等」という。）

又はそれらの扶養義務者（以下「納入義務者」という。）から徴

収するものとする。

別表第１（第４条関係）

徴収金基準額表（扶養義務者用）

各月初日の措置児童等の

属する世帯の階層区分

徴収金基準額

（月額）

階層

区分

定義 入所

施設

知的障害児通園施設、難聴

幼児通園施設、肢体不自由

児施設通園部、母子生活支

援施設、児童自立支援施設

通所部及び情緒障害児短期

治療施設通所部

省略

備考

１ 省略

２ この表のＣ１階層における「均等割の額」とは地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１号に規定

する均等割の額をいい、Ｃ２階層における「所得割の

額」とは同項第２号に規定する所得割（この所得割を計

算する場合には、同法第３１４条の７、同法

附則第５条第３項及び第５条の４第６項の規定

は、適用しないものとする。）の額をいう。

なお、同法第３２３条に規定する市町村民税の減免があ

つた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から

順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とす

る。

３ この表のＤ１階層からＤ１４階層までにおける「所得税

の額」とは、所得税法（昭和４０年法律第３３号）、租税特

別措置法（昭和３２年法律第２６号）及び災害被害者に対す

る租税の減免、徴収猶予等に関する法律（昭和２２年法律

第１７５号）の規定によつて計算された所得税の額をい

う。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定

は、適用しないものとする。

� 所得税法

第９２条第１項及び 第９５条第１項から第

３項まで

� 租税特別措置法第４１条第１項、第２項及び第３項、

第４１条の２ 、第４１

条の１９の２第１項並びに第４１条の１９の３第１項

� 省略

４ この表における「入所施設」とは、児童養護施設、肢

体不自由児療護施設、児童自立支援施設、情緒障害児短

期治療施設、知的障害児施設、自閉症児施設、盲児施

設、ろうあ児施設、乳児院、肢体不自由児施設入所部、

肢体不自由児を入所させる指定国立療養所等、重症心身

障害児施設、助産施設 及

び里親をいう。

５～７ 省略

各月初日の措置児童等の

属する世帯の階層区分

徴収金基準額

（月額）

階層

区分

定義 入所

施設

知的障害児通園施設、難聴

幼児通園施設、肢体不自由

児施設通園部、母子生活支

援施設、児童自立支援施設

通所部、情緒障害児短期治

療施設通所部及び児童自立

生活援助事業所

省略

備考

１ 省略

２ この表のＣ１階層における「均等割の額」とは地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１号に規定

する均等割の額をいい、Ｃ２階層における「所得割の

額」とは同項第２号に規定する所得割（この所得割を計

算する場合には、同法第３１４条の７及び第３１４条の８並び

に同法附則第５条第３項及び第５条の４第６項の規定

は、適用しないものとする。）の額をいう。

なお、同法第３２３条に規定する市町村民税の減免があ

つた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から

順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とす

る。

３ この表のＤ１階層からＤ１４階層までにおける「所得税

の額」とは、所得税法（昭和４０年法律第３３号）、租税特

別措置法（昭和３２年法律第２６号）及び災害被害者に対す

る租税の減免、徴収猶予等に関する法律（昭和２２年法律

第１７５号）の規定によつて計算された所得税の額をい

う。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定

は、適用しないものとする。

� 所得税法第７８条第１項並びに第２項第１号、第２号

（地方税法第３１４条の７第１項第２号に規定する寄附

金に該当する場合に限る。）及び第３号（同法第３１４

条の７第１項第２号に規定する寄附金に該当する場合

に限る。）、第９２条第１項並びに第９５条第１項から第

３項まで

� 租税特別措置法第４１条第１項から第３項まで 、

第４１条の２、第４１条の３の２第４項及び第５項、第４１

条の１９の２第１項並びに第４１条の１９の５第１項

� 省略

４ この表における「入所施設」とは、児童養護施設、肢

体不自由児療護施設、児童自立支援施設、情緒障害児短

期治療施設、知的障害児施設、自閉症児施設、盲児施

設、ろうあ児施設、乳児院、肢体不自由児施設入所部、

肢体不自由児を入所させる指定国立療養所等、重症心身

障害児施設、助産施設、小規模住居型児童養育事業所及

び里親をいう。

５～７ 省略
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注 省略

附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ 次項に定めるものを除き、改正後の児童福祉法第５６条の規定による費用徴収規則（以下「新規則」という。）の規定は、平成２１年４月

分以後の徴収額について適用し、同年３月分以前の徴収額については、なお従前の例による。

３ 新規則別表第１備考９の規定は、平成２１年１０月分以後の徴収額について適用する。

�愛媛県規則第９号
愛媛県建築計画概要書閲覧規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２２年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県建築計画概要書閲覧規則の一部を改正する規則

愛媛県建築計画概要書閲覧規則（昭和４７年愛媛県規則第６１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

注 省略

８ 小規模住居型児童養育事業所又は里親に委託されてい

る児童及び母子生活支援施設に入所している児童が、児

童自立支援施設又は情緒障害児短期治療施設へ通所する

場合の通所に係る徴収金基準額は、零円とする

。

９ � 法第２２条に規定する助産の実施は、その妊産婦が

次のいずれかに該当するときは、行わないものとす

る。ただし、アに該当する場合であつても、真にや

むを得ない特別の理由があり、かつ、所得税の額が

８，４００円以下であるときは、この限りでない。

ア 省略

イ その妊産婦の属する世帯の階層区分がＡ階層及

びＢ階層である場合を除いて、その妊産婦が社会

保険の被保険者、組合員又は被扶養者で、その社

会保険において出産育児一時金等の出産に関する

給付を受けることができる額（医学的管理の下に

おける出産について、特定出産事故に係る事故が

発生した場合において、出生者の養育に係る経済

的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する

費用の支出に備えるための保険契約（出生者等に

対し、総額３，０００万円以上の補償金を支払う契約

に限る。）が締結されており、かつ、特定出産事

故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適

正かつ確実な実施のための措置を講じているとき

に、その保険料相当額として支払われる額を除

く。以下「出産一時金」という。）が、３９０，０００

円以上であるとき。

� 省略

１０ 省略

８ 里親に委託されてい

る児童及び母子生活支援施設に入所している児童が、児

童自立支援施設又は情緒障害児短期治療施設へ通所する

場合の通所に係る費用は、次の算式により算定した日額

（１０円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）

を徴収する。

徴収金基準額÷その月の開所日数（日曜日、国民の祝日

及び休日を除いた日数をいう。）×その月の通所した日

数

９ � 法第２２条に規定する助産の実施は、その妊産婦が

次のいずれかに該当するときは、行わないものとす

る。ただし、アに該当する場合であつても、真にや

むを得ない特別の理由があり、かつ、所得税の額が

８，４００円以下であるときは、この限りでない。

ア 省略

イ その妊産婦の属する世帯の階層区分がＡ階層及

びＢ階層である場合を除いて、その妊産婦が社会

保険の被保険者、組合員又は被扶養者で、その社

会保険において出産育児一時金等の出産に関する

給付を受けることができる額（

以下「出産一時金」という。）が、３５０，０００

円以上であるとき。

� 省略

１０ 省略
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愛媛県建築計画概要書等閲覧規則

（趣旨）

第１条 この規則は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下

「法」という。）第９３条の２の規定に基づく建築基準法施行規則

（昭和２５年建設省令第４０号）第１１条の４第１項各号に掲げる書類

（以下「概要書等」という。）の閲覧に関し必要な事

項を定めるものとする。

（閲覧所）

第２条 概要書等を閲覧に供するため、別表に掲げる場所に概要書

等の閲覧の場所（以下「閲覧所」という。）を置く

。

（閲覧手続等）

第５条 概要書等を閲覧しようとする者（以下「閲覧請求者」とい

う。）は、閲覧所に備え付けてある閲覧申込簿（別記様式）に必

要な事項を記入し、地方局長の承認を受けなければならない。

２ 地方局長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の

承認をしてはならない。

� 建築物等につき利害関係を有しない閲覧請求者が明らかに営

業の目的のために当該建築物等に係る概要書等を閲覧しようと

する場合

� 閲覧請求者が、合理的な理由がなく、建築物等を特定しない

で大量に概要書等を閲覧しようとする場合

（閲覧上の遵守事項）

第６条 前条第１項の規定により閲覧の承認を受けた者（以下「閲

覧者」という。）は、次に掲げる事項を遵守しなければならな

い。

�～� 省略

２ 省略

附 則

省略

別表（第２条関係）

１ 四国中央市三島宮川四丁目６番５３号

愛媛県東予地方局四国中央土木事務所内

２ 今治市旭町一丁目４番地９

愛媛県東予地方局今治土木事務所内

３ 松山市北持田町１３２番地

愛媛県中予地方局建設部内

４ 大洲市田口甲４２５番地１

愛媛県南予地方局大洲土木事務所内

５ 八幡浜市北浜一丁目３番３７号

愛媛県南予地方局八幡浜土木事務所内

６ 宇和島市天神町７番１号

愛媛県南予地方局建設部内

別記様式（第５条関係） 閲覧申込簿

閲 覧 申 込 簿

愛媛県建築計画概要書閲覧規則

（趣旨）

第１条 この規則は、

建築基準法施行規則

（昭和２５年建設省令第４０号）第１１条の７第１項に規定する建築計

画概要書又はフレキシブルディスクに記録されている建築計画概

要書に明示すべき事項を記載した書類及び建築基準法令による処

分の概要書（以下「概要書等」という。）の閲覧に関し必要な事

項を定めるものとする。

（閲覧所）

第２条 概要書

等の閲覧の場所（以下「閲覧所」という。）は、確認の申請に係

る建築物の存する市町を管轄する地方局内に置く。

（閲覧手続 ）

第５条 概要書等を閲覧しようとする者

は、閲覧所に備え付けてある閲覧申込簿（別記様式）に必

要な事項を記入し、地方局長の承認を受けなければならない。

（閲覧上の遵守事項）

第６条 前条 の規定により閲覧の承認を受けた者（以下「閲

覧者」という。）は、次に掲げる事項を遵守しなければならな

い。

�～� 省略

２ 省略

附 則

省略

様式

閲 覧 申 込 簿

改 正 後 改 正 前

愛 媛 県 報平成２２年３月２３日 第２１５１号

２３５



閲覧

年月

日

申込

者の

住所

氏名

建築

主等

の住

所氏

名

建築

物等

の敷

地の

位置

閲覧

の目

的

閲覧

する

概要

書等

の数

特記

事項

承認

印

省略

附 則

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。

�愛媛県告示第３３９号
全国自治宝くじ事務協議会に相模原市を加え、全国自治宝くじ事

務協議会規約の一部を次のように変更した。

平成２２年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

第３条第２号中「岡山市」の下に「、相模原市」を加える。

附 則

この規約は、平成２２年４月１日から施行する。

�������
�愛媛県告示第３４０号
地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定

により、愛媛県視聴覚福祉センターの点字印刷物売払代金の収納事

務を次のとおり委託した。

平成２２年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 受託者の名称及び主たる事務所の所在地

社会福祉法人愛媛県社会福祉事業団

松山市道後町二丁目１２番１１号

２ 委託期間

平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第３４１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定に

より、西予市宇和町伊延地域に係る県営土地改良事業計画を変更し

たので、同条第６項において準用する同法第８７条第５項の規定によ

り、次のとおり土地改良事業変更計画書の写しを縦覧に供する。

平成２２年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ほ場整備事業・東宇和西部地区）変更計画

書の写し

２ 縦覧期間

平成２２年３月２４日から４月２０日まで

３ 縦覧場所

西予市役所

�愛媛県告示第３４２号
平成２２年３月１２日県営中山間地域総合整備事業東宇和東部地区

（岡成北工区）の換地計画に基づく換地処分を行ったので、土地改

良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条の２第１０項において準用する

同法第５４条第４項の規定により公告する。

平成２２年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第３４３号
平成２２年３月１２日県営中山間地域総合整備事業東宇和東部地区

（中通川工区）の換地計画に基づく換地処分を行ったので、土地改

良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条の２第１０項において準用する

同法第５４条第４項の規定により公告する。

平成２２年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第３４４号
平成２２年３月１２日県営畑地帯総合整備事業和田地区の換地計画に

基づく換地処分を行ったので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）

第８９条の２第１０項において準用する同法第５４条第４項の規定により

公告する。

平成２２年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第３４５号
平成２２年３月１２日県営中山間地域総合整備事業東宇和東部地区

（芒ケ原工区）の換地計画に基づく換地処分を行ったので、土地改

良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条の２第１０項において準用する

同法第５４条第４項の規定により公告する。

平成２２年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

閲覧

年月

日

申込

者の

住所

氏名

建築

主

の住

所氏

名

建築

物

の敷

地の

位置

閲覧

の目

的

承認

印

省略

告 示
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�愛媛県告示第３４６号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２８条第３項の規定に基づき、次のとおり建設業者の営業の停止を命じた。

平成２２年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第３４７号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、松山地方法務局長から次のとおり公共

測量が終了した旨の通知があった。

平成２２年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 作業種類 公共測量（基準点設置作業）

２ 作業期間 平成２１年１１月２５日から

平成２２年２月２８日まで

３ 作業地域 松山市高岡町、南吉田町

�������
�愛媛県告示第３４８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５９条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画事業を認可した。

平成２２年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 施行者の名称

新居浜市

２ 都市計画事業の種類及び名称

新居浜都市計画道路事業

３・４・１１ 上部東西線

３・４・４ 西町中村線

３ 事業施行期間

平成２２年３月２３日から

平成２９年３月３１日まで

４ 事業地

� 収用の部分

愛媛県新居浜市上原二丁目、上原三丁目及び萩生地内

� 使用の部分

なし

�������
�愛媛県告示第３４９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定に基づ

き、松山広域都市計画下水道事業松前公共下水道（松前町施行）の

事業計画の変更を次のように認可した。

平成２２年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 事業施行期間

昭和６３年２月３日から

平成２８年３月３１日まで

２ 事業地

� 収用の部分

愛媛県伊予郡松前町大字筒井字砂流場及び大字浜字西洲美吉

� 使用の部分

愛媛県伊予郡松前町大字筒井字砂流場

�愛媛県告示第３５０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許 可 番 号 許 可
年 月 日

商 号 又
は 名 称 代表者氏名 主 た る 営 業 所

の 所 在 地
営業の停
止を命じ
た年月日

営業の停止を
命じた建設業の
種 類

営業の停止を
命じた期間

営 業 の 停 止 を 命 ず る
原 因 と な っ た 事 実

（般－１９）
第０１１７５６号

平成１９年
１０月２日

石原工業
株式会社

石原 譲二 西条市丹原町古田
甲２１９番地５

平成２２年
３月１７日

土木工事業
建築工事業
大工工事業
とび・土工工事
業
管工事業
水道施設工事業

平成２２年３月２３
日から平成２２年
３月２５日まで
（３日間）

石原工業株式会社は、平成２１
年９月２６日に、同社の取締役が
同社敷地内において、法定の除
外事由がないのに、廃棄物であ
る建築廃材約８キログラムを焼
却したとして、同年１２月１４日、
同社と同社の取締役が西条区検
察庁に略式起訴され、同月１５日、
西条簡易裁判所から、同社は罰
金５０万円、同社の取締役は罰金
３０万円の略式命令をそれぞれ受
け、２２年１月５日にその刑が確
定している。

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 桜井山路線

今治市郷本町二丁目３５６番２から

今治市郷本町二丁目３５６番２まで
旧 ６．０～６．０ ０．０４４

今治市郷本町二丁目３５６番１２から

今治市郷本町二丁目３５６番１３まで
新 １２．８～１３．０ ０．０４４

��������������
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�愛媛県告示第３５１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３５２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３５３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第３５４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

八幡浜市土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出があっ

た。

平成２２年３月２３日

愛媛県南予地方局長 高 魚 貞 利

退 任

�愛媛県告示第３５５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８４条において準用する同

法第１８条第１６項の規定により、南予用水土地改良区連合から次のと

おり役員が退任した旨の届出があった。

平成２２年３月２３日

愛媛県南予地方局長 高 魚 貞 利

退 任

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 桜井山路線
今治市郷本町二丁目３５６番１２から

今治市郷本町二丁目３５６番１３まで
平成２２年３月２３日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 今治波方港線
今治市杣田字土井崎甲２６番地５地先から

今治市杣田字土井崎甲２０番地８まで

旧 ７．２～９．６ ０．１７１

新 １４．２～１６．８ ０．１７１

県 道 今治波方港線
今治市杣田字井屋ノ谷甲６６４番地８から

今治市杣田字町田甲２９７番地５まで

旧 ６．４～１２．４ ０．４９２

新 １３．２～２７．２ ０．４８３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 今治波方港線
今治市杣田字土井崎甲２６番地５地先から

今治市杣田字土井崎甲２０番地８まで
平成２２年３月２３日

県 道 今治波方港線
今治市杣田字井屋ノ谷甲６６４番地８から

今治市杣田字町田甲２９７番地５まで
平成２２年３月２３日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 谷 口 治 正 八幡浜市保内町宮内２番耕地１１８番地２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 和 家 粂 則 八幡浜市真網代丙２５７番地

��������������
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�愛媛県告示第３５６号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２２年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３５７号
河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１７条第１項の規定により、堤防と道路との兼用工作物の管理の方法について、次の通り協議が成立し

た。

その関係図書は、愛媛県庁及び南予地方局建設部に備え置いて縦覧に供する。

平成２２年３月２３日

愛媛県南予地方局長 高 魚 貞 利

１ 河川の名称、河川管理施設の名称又は種類、河川管理施設の位置並びに管理を行う者の氏名及び住所

河 川 の 名 称 河川管理施設の
名称又は種類 河 川 管 理 施 設 の 位 置 管理を行う者の氏名及び住所

二級河川
須賀川水系光満川 光満川左岸堤防 宇和島市伊吹町甲１３３７－４地先から宇和島市伊吹町甲１２４８－２地先まで 道路管理者 宇和島市

宇和島市曙町１番地

２ 管理の内容

� 道路専用施設（路面（路盤までの部分を含む）、路肩、道路の附属物その他の専ら道路の管理上必要な施設又は工作物で、別図に赤

色で着色したものをいう。以下同じ。）の新設（道路の附属物に係るものに限る。）、改築、維持又は修繕

� 路肩に接する法面で、別図に赤色に着色した区域内のものについての維持

� 原則として、道路専用施設に係る災害復旧

３ 管理の期間

平成２２年２月１０日から道路の存続する日まで

�愛媛県告示第３５８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般・特－１８）第１７３１号 平成１８年
１０月２３日 （有）三崎建設 福田 正弘 西宇和郡伊方町三崎１４６１ 平成２２年

２月５日 管工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－１８）第７６４７号 平成１８年
５月２５日 松本建設（株） 松本 武 大洲市北只１１６－２ 平成２２年

２月２４日 左官工事業 建設業の廃止
（一部）

（特－１６）第１０９０９号 平成１７年
３月２日 （株）津々木建設 津々木洋輝 南宇和郡愛南町緑甲３０８ 平成２２年

２月２５日

土木工事業
とび・土工工事業
管工事業
造園工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－１７）第５１６４号 平成１７年
４月９日 （株）イヨカナ 福岡 英明 喜多郡内子町内子１５３０ 平成２２年

２月２６日 鉄筋工事業 建設業の廃止
（一部）

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 １９７号

八幡浜市大平１番耕地４８０番３地先から

同市大平１番耕地４９０番４まで
旧 １０．６～２２．４ ０．０１５

八幡浜市大平１番耕地４８０番１１から

同市大平１番耕地４８０番１１まで
新 １２．８～２２．４ ０．０１５
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愛 媛 県 報平成２２年３月２３日 第２１５１号

２３９



�愛媛県告示第３５９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３６０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３６１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３６２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 １９７号
八幡浜市大平１番耕地４８０番１１から

同市大平１番耕地４８０番１１まで
平成２２年３月２３日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７８号

八幡浜市真網代乙７９番３から

同市真網代乙７９番３まで
旧 １７．０～２０．６ ０．０３４

八幡浜市真網代乙７９番４から

同市真網代乙７９番４まで
新 １７．６～２７．０ ０．０３４

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３７８号
八幡浜市真網代乙７９番４から

同市真網代乙７９番４まで
平成２２年３月２３日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 鳥井喜木津線

西宇和郡伊方町田部２９１７番１地先から

同町田部２９１７番１地先まで
旧 ５．０～６．４ ０．００９

西宇和郡伊方町田部２９１７番３から

同町田部２９１７番３まで
新 ５．８～７．８ ０．００９
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�愛媛県告示第３６３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３６４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３６５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３６６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 鳥井喜木津線
西宇和郡伊方町田部２９１７番３から

同町田部２９１７番３まで
平成２２年３月２３日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 鳥井喜木津線

西宇和郡伊方町田部２９０８番地先から

同町田部２９０８番地先まで
旧 ４．６～４．８ ０．００４

西宇和郡伊方町田部２９０８番２から

同町田部２９０８番２まで
新 ７．９～８．１ ０．００４

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 鳥井喜木津線
西宇和郡伊方町田部２９０８番２から

同町田部２９０８番２まで
平成２２年３月２３日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 舌間八幡浜線
八幡浜市舌間２番耕地１１１９番３から

同市舌間２番耕地１１２３番６まで
平成２２年３月２３日
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�愛媛県告示第３６７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３６８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３６９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３７０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 長浜保内線
大洲市長浜町穂積甲６８９番７から

同町穂積乙３５７番２まで

旧 ５．３～１５．８ ０．２３７

新 ７．２～６５．０ ０．２３７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 長浜保内線
大洲市長浜町穂積甲６８９番７から

同町穂積甲６６１番４まで
平成２２年３月２３日

〃 〃 大洲市長浜町穂積甲５６２番３ 〃

〃 〃
大洲市長浜町穂積甲５６１番１から

同町穂積乙３５７番２まで
〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 城川梼原線
西予市城川町土居２１５番２から

同町土居２３７番５まで

旧 １６．０～４４．０ ０．２３７

新 １６．０～４４．０ ０．２３７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 城川梼原線
西予市城川町土居２１５番２から

同町土居２３７番５まで
平成２２年３月２３日
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�愛媛県告示第３７１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３７２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 野村柳谷線
西予市野村町小松９７６番２地先から

同町小松９７７番地先まで

旧 ８．３～９．２ ０．０２５

新 ８．３～９．７ ０．０２５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 野村柳谷線
西予市野村町小松９７６番２地先から

同町小松９７７番地先まで
平成２２年３月２３日
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平成２２年３月２３日 発行

愛 媛 県 報平成２２年３月２３日 第２１５１号
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